
入会費および年会費 

会員は、本条に定めるところに従い会費を支払わなければならない。会費の計算期間

は、事業年度と同じ 1年とする。会費は、指定する口座に振り込む方法により支払う

ものとする。振込手数料は会員の負担とする。 

 

 入会費 100,000円  

 

 年会費 

 正会員  

総社員数 年会費 

３０１人以上 500,000円 

２１～３００人 300,000円 

１～２０人 100,000円 

 

 賛助会員 

総社員数 年会費 

３０１人以上 700,000円 

２１～３００人 500,000円 

１～２０人 250,000円 

 

 特別会員（個人） 20,000円・入会費無料 

 

特別会員（その他） 入会費・年会費無料 


